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◆入園できる児童は
　　�保育園に入園できる児童の要件は、保護者が次のいずれかにあたるため、その児童を保育できないと認

められる場合です。

◆その他
　定員の都合により、受入れができない年齢がありますので、入園説明会で確認してください。

※10月４日（火）は入園説明会の会場でも交付します。
※高浜南部保育園は、10月８日（土）が運動会のため、午前中は交付・受付できません。
※翼幼保園は、10月８日（土）が運動会のため、終日交付・受付できません。
※申込書類は、かならず期間中に提出してください。

保育園の入園案内

吉浜北部・吉浜・よしいけ・
翼幼保園（保育園）・吉浜さんさん保育園

高取・中央・高浜南部・
ひかりこども園・高浜あおぞら保育園

と　き 10月４日（火）
※当日、暴風警報の発令などで中止の場合、10月５日（水）が予備日

受付／説明会 午前９時30分～／午前10時～ 午後１時～／午後１時30分～
ところ 中央公民館　３階大会議室
内　容 保育園の概要、入園手続きについての説明

交　付 受　付

期　間 10月４日（火）～14日（金） 10月７日（金）～14日（金）

ところ
市役所子ども育成グループ・各保育園

※各保育園＝各保育園の保育時間（日・祝を除く。）
※市役所こども育成グループ＝午前８時30分～午後５時15分（土・日・祝を除く。）

①居宅外労働 会社勤めなどで、居宅外で労働をしている。

②居宅内労働 内職、自営業などで、居宅内でその児童と離れて日常の家事以外の労働
をしている。

③妊娠・出産 母親が妊娠中であるか、または出産後間がない。
④持病・負傷・心身障がい 病気やケガをしているか、心身に障がいがある。
⑤病人介護 同居の病人や障がい者を介護している。
⑥災害 火災など、災害の復旧にあたっている。
⑦求職中 求職活動（起業準備を含む。）を継続的に行っている。

⑧その他 就学など要件により認められる場合もありますので、問い合わせてくだ
さい。

◆入園説明会　（初めて入園を希望する方）

◆入園申込書の交付・受付

　家庭的保育とは、２人の保育者が家庭的な雰囲気のなかで３
歳未満のお子さんを預かる市の認可施設で、市内５か所で実施
しています。申込方法など、詳しくは市役所こども育成グルー
プへ問い合わせてください。または市公式ホームページで確認
してください。
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